
②陸側施設申請番号：一度申請した書類を変更又は取消をする場合に、当該書類の受付番号下１１桁を入力 

（半角入力、新規登録の場合は不要） 
    
（２）対象手続き  

③上屋      利用許可申請（新規・継続）・完了届（一部・全部）全て共通 
：「建物の類（上屋）使用許可申請書」の左ボックスにチェック 
 

④一般荷さばき地 利用許可申請（新規・継続）・完了届（一部・全部）全て共通 
           ：「港湾施設（荷さばき地・野積場）使用許可申請」の左ボックスにチェック 

            
（３）書類提出先 

⑤港湾管理者     ：KWKWS500 を入力 川崎市へ提出（半角入力） 
 
～タブを選択【建物の類（上屋）使用許可申請・港湾施設（荷さばき地・野積場）使用許可申請】～ 
 
（８）は上屋のみの入力項目です。それ以外は全て上屋・一般荷さばき地共通の入力項目です。 
 
（４）申請情報  

⑥完了・報告 
・新規申請の場合：入力不要（空白のまま） 
・一部完了の場合：必須入力 プルダウンで「２：一部完了」を選択 
・全部完了の場合：必須入力 プルダウンで「１：完了」を選択    
・継続申請の場合：入力不要（空白のまま） 
※ 完了または一部完了を選択する場合は、「⑦現許可番号」を必ず入力 
 

 ⑦現許可番号（半角入力） 
※現許可番号は新規及び継続許可申請への市からの許可（決定）回答に記載しています。） 

    ・新規申請の場合：入力不要（空白のまま） 
    ・一部完了の場合：必須入力 ８ケタ（枝番までハイフンを除いて入力してください） 
                     【例：許可番号 300000‐01 の場合⇒30000001 と入力】 
    ・全部完了の場合：必須入力 ８ケタ（〃） 
    ・継続申請の場合：必須入力 ８ケタ（〃） 
     
（５）港湾情報 
 ⑧港湾        ：JPKWS を入力 川崎港の港コード（半角入力） 
 
（６）利用情報 
 ⑨使用区分      ：プルダウンで「Ｉ：一般」を選択してください。 
 ⑩使用目的      ：入力不要 
 
（７）上屋情報（荷さばき地の場合は「荷さばき地情報」となる） 
 ⑪上屋（左側）    ：５ケタを左詰で入力。＜施設コード表＞から選択してください。（半角入力） 
 ⑫上屋（右側）    ：入力不要 
 
（８）燻場施設 

⑬利用有無      ：入力不要 
⑭トン数       ：入力不要 

 
（９）使用面積 
 ⑮面積        ：左詰で入力（小数点２ケタまで、半角入力） 

申請の場合：使用面積を入力 
完了の場合：完了面積を入力 

（※画面表記は常に「使用面積」となっていますが、完了の場合は、完了面積を入力してください。）

 
 
 

●入力上の注意（共通） 
・説明書で青字の項目は、入力必須項目です。（必須入力と記載しています。） 
・説明書で緑字の項目は、条件により入力必須か入力不要か異なります。（条件を記載しています。） 
・説明書で黒字の項目は、入力不要項目です。（入力不要と記載しています。） 
・ＮＡＣＣＳシステム上、画面表記に「＊」がついていない項目は、入力しなくても送信できる場合がありま

すが、川崎港では申請内容の不備として、不受理となってしまう可能性がありますので、ご注意下さい。 
・日本語入力が可能な項目は（J）と記載されています。 
 
（１）区分等 
①区分        ：プルダウンで選択（９：登録（申請） ５：訂正 １：取消） 

申請パターン  区分の選択 
新規申請 「９」 
 〃  の変更 「５」 
 〃  の取消 「１」 
完了届（一部・全部） 「９」 
 〃  の変更 「５」 
  〃  の取消 「１」 
継続申請  「９」 
 〃  の変更 「５」 
  〃  の取消 「１」 

上屋・荷さばき地（一般）利用許可申請書・完了届上屋・荷さばき地（一般）利用許可申請書・完了届 【【ＫＬＴＫＬＴ】】 入力の手引き入力の手引き
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上屋の場合
→こちらのタブをクリック

荷さばき地の場合
→こちらのタブをクリック



※以下の（10）、（11）の項目については、いずれか一方に必ず入力してください。 
申請の場合：使用区画を入力 
完了の場合：完了区画を入力 

      ※画面表記は常に「使用区画」となっていますが、完了の場合は、完了区画を入力してください。

（10）使用区画 
 ⑯使用区画 １～20（共通） 

：左詰で入力。使用する区画を１つずつ、最大２０区画まで入力可能（半角入力）

 
（11）連続使用区画 
 ⑰連続使用区画 １～５（共通） 
            ：左詰で入力。連続して使用する場合は、初めの区画を左、終りの区画を右に入力

（半角入力） 
             【例：区画１，２，３及び区画５，６，７を利用 
             ⇒                       と入力】 
（12）利用予定時間 
 ⑱継続・延長       
     ・継続申請の場合：プルダウンで「１：継続」を選択 
     ・新規申請の場合：入力不要 

・完了届の場合 ：入力不要 
 ⑲開始（予定）日時   ：利用開始日時を入力（西暦年／月／日－時／分 半角入力） 
 ⑳終了（予定）日時   ：終了日時を入力（西暦年／月／日－時／分 半角入力） 
 
（13）貨物情報  
 ○21品名         ：品名を入力（日本語入力可）１つは必ず入力してください。 
 ○22ＨＳコード      ：入力不要 
 ○23港湾統計コード    ：入力不要 
 ○24個数         ：個数を入力（単位は不要） 
 ○25重量トン数      ：重量トン数を入力       ○24、○25、○26のうちいずれかを必ず入力 
 ○26容積トン数      ：容積トン数を入力       （半角入力） 
 
（14）申請担当者情報 
○27申請担当者名（J）   ：申請担当者名を、左詰めで入力（日本語入力可） 

 ○28電話番号       ：電話番号を左詰めで入力 
 
（15）備考 
 ○29備考（J）       ：左詰めで入力。７０文字まで。（日本語入力可） 
        【注意事項】：①代表者名を必ず入力してください。 
               ②機種依存文字は、使用（入力）しないでください。 
                （例）として「㈱・㈲・㈹」など 
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※過去の申請データを呼び出して入力する

以前申請した書類の受付
番号（下11桁）を入力
してください。

以前の申請データが
入力された状態で申
請入力画面が立ち上
がります。

業務メニューから
“入出港・とん税関連業務”を選択
“海上関連業務を選択
“ＫＬＴ１１陸側施設使用許可申請呼出し”
を選択してください。
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